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交渉ダイジェスト 
４月５日開催 東地申第５０号 
「ＪＲ東日本輸送サービス労働組合に対する差別と委縮を目的とした 

不当労働行為を直ちに止め、上野運輸区分会執行委員長に対する 

厳重注意処分の撤回を求める申し入れ」に対する団体交渉を行う！ 

※団体交渉の詳細は、後日発行する TOKYO MAIL NEWSをご覧ください！ 

◆会社の考え◆ 

✔労働組合の所属にかかわらず差別は行わない。 

✔処分については全社員平等に行っている。 

✔部外者とは当該箇所の社員以外である。 
 

●旧上野運転区・旧上野車掌区・上野運輸区ではこれまで家族、退職した

先輩、他箇所に異動した社員がラストランに参加している。 

✔過去は知得していないから注意・指導できない。 

➡慣例慣行をこれまでの現場長は知っていて容認していた。 

✔慣例自体が正当な取り扱いではない。過去の現場長も知得していない。 
 

●当日、現場にいた管理者から注意を受けていない。 

✔区長はセレモニー終了後当日中に注意していると聞いている。副区長は

旧１８番線階段付近で注意したと聞いている。 

➡区長・副区長からは一切注意・指導を受けていない。 

（本人交渉の場で証言） 

✔そのような主張はあるが、区長から注意喚起を行っている！ 

➡副区長は後で注意すると発言していた。 

✔副区長はその場（旧１８番線階段付近）で注意をしたと聞いている。 
 

●組合所属によって差別が行われているから「差別をするな」と申し入れ

を行っている。調査をして団体交渉に望んでいるのか。 

✔差別は行っていないので調査は行っていない。 

交渉の特徴点 

今までの慣行と組合員に対する差別があるために申し入れを行っているにもかかわらず、調査も行わずに団体交渉

に望み、あやふやな回答を繰り返し、差別・委縮を目的とした処分を一顧だにしない会社姿勢に対し 

を通告！ 

申し入れの詳細は 

こちらから⇒ 

https://twitter.com/tokyo_jtsu_e
https://www.jtsu-e-tokyo.com

